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平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
身
体

障
害
者
等
の
た
め
の
、
自
動
車
税
・

自
動
車
取
得
税
の
減
免
制
度
の
基

準
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
家
族
等
が
身
体

障
害
者
等
の
た
め
に
運
転
す
る
場

合
の
、『
通
院
・
通
学
・
通
勤
の

た
め
週
２
回
以
上
使
用
す
る
こ
と
』

が
『
通
院
・
通
学
・
通
勤
そ
の
他

日
常
生
活
の
必
要
の
た
め
使
用
す

る
こ
と
』
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で

週
２
回
以
上
の
使
用
頻
度
が
無
か

っ
た
方
で
も
減
免
要
件
に
該
当
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
適
用
日

　

自
動
車
税
…
平
成
18
年
度
か
ら

　

自
動
車
取
得
税
…
車
両
登
録
が

　

平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら

■
減
免
の
基
準
（
次
の
基
準
を
す

　

べ
て
満
た
す
こ
と
）

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
又
は
療
育

　

手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
・
精
神

　

障
害
者
福
祉
手
帳
）
を
お
持
ち

　

の
方
で
障
害
の
程
度
が
一
定
基

　

準
以
上
の
方

②
車
検
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所

　

有
者
（
自
動
車
税
の
納
税
義
務

　

者
）
が
身
体
障
害
者
等
本
人
で

　

あ
る
こ
と
。（
た
だ
し
、
18
歳

　

未
満
の
場
合
な
ど
は
除
き
ま
す
。）

③
身
体
障
害
者
等
本
人
又
は
身
体

　

障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る

　

方
が
運
転
す
る
場
合

■
受
付
期
間

　

自
動
車
税
…
平
成
18
年
３
月
１

　

日（
水
）〜
平
成
18
年
５
月
24
日

　

(

水)

（
土
・
日
曜
日
、
祝
祭
日

　

は
除
く
）

　

今
回
の
改
正
に
係
る
方
は
平
成

　

19
年
３
月
30
日（
金
）ま
で
（
土
・

　

日
曜
日
、
祝
祭
日
は
除
く
）

　

自
動
車
取
得
税
…
車
両
登
録
日

　

か
ら
30
日
以
内

（
注
）
５
月
31
日
（
自
動
車
税
の

納
期
限
）
後
に
申
請
す
る
場
合
は
、

一
旦
納
税
が
必
要
で
す
。

　

平
成
19
年
度
以
降
は
、
当
該
年

度
の
４
月
１
日
か
ら
５
月
24
日
ま

で
と
な
り
ま
す
。

■
受
付
場
所

　

諏
訪
地
方
事
務
所 

税
務
課

※
申
請
書
類
等
に
つ
い
て
ご
説
明

　

し
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
と
思

　

わ
れ
る
方
は
お
気
軽
に
ご
連
絡

　

く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】　
　

　

諏
訪
地
方
事
務
所
税
務
課　
　

　
　
　
　
　
　

５
７-

２
９
０
５

　
　
　
　
　
　

５
７-

２
９
６
２

　
　

Ｅ
メ
ー
ル

　
　
　

suwachi-zeimu@pref.

　
　
　

nagano.jp

　

身
体
に
障
害
を
お
持
ち
の
方
が

所
有
す
る
軽
自
動
車
及
び
障
害
の

方
を
通
院
等
で
送
迎
す
る
た
め
に

使
用
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
、

申
請
に
よ
り
そ
の
年
の
軽
自
動
車

税
を
減
免
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
申
請
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

５
月
19
日(

金)

ま
で
に
役
場
財
務

課
収
納
係
に
て
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

財
務
課
収
納
係

　
　
　
　
　
　

６
２-

９
１
２
３

　
　
　
　
　
　

９
１
２
３

　

長
時
間
保
育
は
保
護
者
の
勤
務

等
の
都
合
に
よ
り
、
通
常
の
保
育

時
間
内
に
送
迎
の
で
き
な
い
場
合

に
延
長
し
て
保
育
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

今
ま
で
利
用
者
の
皆
さ
ん
か
ら

は
月
５
千
２
百
円
を
負
担
し
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
利
用

者
の
負
担
軽
減
、
少
子
化
対
策
と

し
て
、
平
成
18
年
４
月
か
ら
下
記

の
よ
う
に
変
更
し
ま
し
た
。

　

毎
月
の
利
用
は
も
ち
ろ
ん
、
１

ヶ
月
の
み
の
利
用
も
で
き
ま
す
。

申
し
込
み
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

利
用
さ
れ
る
前
月
末
ま
で
に
各
保

育
園
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

子
ど
も
課
子
ど
も
支
援
係　

　
　
　
　
　
　

６
２-

９
２
３
７

　
　
　
　
　
　

９
２
３
７

自
動
車
税･

自
動
車
取
得
税 

　
　
　
　
　
　

減
免
制
度
の
基
準
緩
和

　

平
成
18
年
度
固
定
資
産
税
の
算

定
基
礎
と
な
る
「
固
定
資
産
（
土

地
・
家
屋
価
格
等
）
縦
覧
帳
簿
」

が
財
務
課
窓
口
で
縦
覧
で
き
ま
す
。

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

現
在
の
土
地
、
建
物
の
不
動
産
と

償
却
資
産
の
所
有
者
に
賦
課
さ
れ

る
町
税
で
す
。

　

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
は
税
金
の
賦

課
に
あ
た
り
、
課
税
の
基
礎
と
な

る
物
件
の
登
録
や
価
格
に
つ
い
て
、

所
有
者
の
方
に
確
認
し
て
い
た
だ

く
制
度
で
、
毎
年
実
施
し
て
い
る

も
の
で
す
。

　

縦
覧
は
無
料
で
す
の
で
、
こ
の

機
会
に
固
定
資
産
の
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
縦
覧
日
時

　

４
月
３
日（
月
）〜
５
月
１
日（
月
）

　
　

（
土
・
日
・
祭
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
〜

　
　
　
　
　

午
後
５
時
15
分

　

な
お
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に

登
録
さ
れ
た
価
格
に
対
し
て
不
服

の
あ
る
方
は
、
４
月
１
日
か
ら
納

税
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
日
以

降
60
日
以
内
に
、
町
固
定
資
産
評

価
審
査
委
員
会
へ
申
し
出
が
で
き

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

財
務
課
資
産
税
係

　
　
　
　
　
　

６
２-

９
１
２
４

　
　
　
　
　
　

９
１
２
４

固
定
資
産（
土
地
・
家
屋
価
格
等
）

　
　
　
　
　
　
　
　

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

軽
自
動
車
税
の
減
免

長
時
間
保
育
料
の
変
更

有

有有

【長時間保育料】

変　　更　　前 変　　更　　後

午後4時～午後6時30分まで
　（富士見保育園は
　　　　午後6時45分まで）
　　　１ヶ月　5,200円

午後4時～午後6時まで
　　　1ヶ月　3,500円
午後4時～午後6時30分まで
　（富士見保育園は
　　　　午後6時45分まで）
　　　1ヶ月　4,500円

FAX


